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対象物質と基準

　弊社では現地分析が可能な携帯型の分析機器として、揮発

性有機化合物( V O C ) や油成分( ベンゼン、トルエン、キシレン

) などの気体成分を分析できるポータブルガスクロマトグラフ

と、重金属などの元素を分析できる蛍光Ｘ線分析装置を所有

しております。これらの分析機器により現地で素早く汚染の

有無を知ることができ、調査の効率化、調査コストの削減に

役立ちます。

　弊社では土壌試料採取用の簡易ボーリングマシンを所有しており

ます。この簡易ボーリングマシンは水を使わないため、状態の良い

試料を採取できます。コンクリートもアスファルトも掘削します。

当社実績で- 8 m まで掘削しました。

■簡易ボーリングマシンで土壌試料を乱さず、

　深い場所でもサンプリング可能

■サンプリングしたらすぐ現地で測定

　目的の汚染物質の値がすぐわかります

■汚染の拡散を最新の解析ソフトを用いてシミュレーション

　ありとあらゆる場合を想定し、予測します
　将来の汚染の予測は今後の浄化対策を練る上で大変重要

です。弊社では最新の解析ソフトを用いて、汚染物質が大

気に拡散した場合、地下に浸透した場合、地下水を伝わっ

て移動した場合などの様々な汚染の拡散を想定し、汚染物

質の挙動をシミュレーションします。

■浄化工事もおまかせください

　弊社では導き出された最適な浄化対策を元に、浄

化工事を行います。汚染を徹底的に除去し、原状回

復に努めます。

■物理探査が得意な弊社だからこそできる

　土壌・地下水汚染調査をご提供いたします

　弊社は昭和1 7 年の創立以来、物理探査を始め、磁気探査、地質調

査、環境調査などを手がけ、国内外で豊富な実績と経験を持ってい

ます。土壌・地下水汚染調査では、状況によって物理探査を用い、

汚染源、汚染範囲の特定や、周辺の地下構造を把握します。物理探

査が得意な弊社だからこそできる調査です。

地中レーダを用いた汚染範囲の特定

簡易ボーリングマシンによる掘削

ポータブルガスクロ
マトグラフによる分
析

蛍光Ｘ線分析装置による分析

３次元地質モデルの作成 地下水浸透流シミュレーション

鉛を含むタンクを撤去 マニュフェスト

弊社の土壌・地下水汚染調査の特徴



話 題 性 に 富 む 業 務 を 数 多 く 行 っ て お り ま す話 題 性 に 富 む 業 務 を 数 多 く 行 っ て お り ま す

■浄化措置方法の選定

　導き出された最適な浄化対策と、土壌汚染対策法に定める浄化措置（下表）に従い、浄化工事を行

います。

　右下の写真は鉛を含むタンクから鉛が溶出し、周辺の土壌が汚染されたため、土壌汚染の除去に

よる浄化工事を行っている様子です。

　浄化工事は以下の手順で行いました。

■浄化工事の例

掘削除去

運搬

最終処分

原状復旧

健全土
入れ換え

中間処理

マニュフェストで管理

汚染土壌

鉛を含むタンクの撤去汚染土壌の掘削除去

マニュフェスト発行 施工後

◎…原則として命ずる措置 ●…土地所有者等が希望した場合に命ずる措置

○…土地所有者等と汚染原因者の双方が希望した場合に命ずる措置 ×…技術的に適用不可能な措置

通常の土地
盛土では支障

がある土地
注1

立ち入り禁止 ● ●

舗装 ● ●

盛土 ◎ ●

土壌入換え ○ ◎

土壌汚染の除去 ○ ○

汚染された土壌を摂取する危険がある場合の措置

注1）盛土して50cmかさ上げされると日常生活に
　　　著しい支障が生ずる1階が住居の目的で使用
　　　されている住宅やマンションの土地
注2）乳幼児の砂遊びに日常的に利用されている場合
　　　や、遊園地等で土地の形質変更が頻繁に行われ、
　　　盛土等の効果の確保に支障がある土地の場合は
　　　土壌汚染の除去を行う。

第二溶出量基準

適合
第二溶出量基準

不適合
第二溶出量基準

適合
第二溶出量基準

不適合
第二溶出量基準

適合
第二溶出量基準

不適合

原位置不溶化
不溶化埋め戻し

× × ● × × ×

原位置封じ込め ◎ × ◎ ◎
※ ◎ ×

遮水工封じ込め ○ × ○ ○
※ ○ ×

遮断工封じ込め × × ○ ○ ○ ◎

土壌汚染の除去 ○ ◎ ○ ○ ○ ◎

※…汚染土壌を不溶化し、第二溶出量基準に適合させた上で行うことが必要

汚染された地下水を摂取する危険がある場合の措置

第１種特定有害物質
（揮発性有機化合物）

第２種特定有害物質
（重金属等）

第３種特定有害物質
（農薬等）

話
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行

っ

て

お

り

ま

す

出典）　上：2003年5月29日朝日新聞夕刊、左下：2002年10月19日デーリー東北、右下：2003年5月20日沖縄タイムス夕刊



　近年、工場跡地や産業廃棄物不法投棄地帯において、有害物質による汚染問題が顕在化しています。これら

の有害物質には生体内においてわずかしか代謝することができない重金属や、発ガン性があり溶剤などに使用

されている揮発性有機化合物などがあります。いったんこれらの有害物質が地中に浸透すると、土壌や地下水

を媒体として汚染が拡大します。

　このような環境汚染は，弱者である周辺の動植物に影響を与えるばかりか，人の生活環境にも多大な弊害を

もたらします。

　このような状況を踏まえ、人の健康被害の防止に関する措置を定めることを目的として、平成15年2月土壌

汚染対策法が施行されました。この法律は以下の土地を対象として土壌汚染調査を義務付けています。

　①　使用が廃止された、有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地（法第３条）

　②　土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認める土地（法第４条）

　土壌汚染対策法では土壌汚染調査を行う事業者は調査を行うための技術的能力を有し、環境大臣が指定する

指定調査機関でなければならない（法第５章）と定められています。弊社ではいち早く指定調査機関に指定さ

れました（環2003-1-590(H.15.1.20)）。

■ 地 下 水 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン

■ 大 気 拡 散 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン

　 煙 突 や 地 表 面 な ど か ら 大 気 に 汚 染 物 質 が 放 出 さ れ た 場 合 、 ど の よ う に 拡 散 し て い く

か を 予 測 し ま す 。 大 気 拡 散 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン の 流 れ は 以 下 の 通 り で す 。

① 汚 染 物 質 の 発 生 場 所 は ？ 点 源 （ 煙 突 な ど ） か 面 源 （ 地 表 面 な ど ） か ？

② シ ミ ュ レ ー シ ョ ン し た い 汚 染 物 質 は ？ （ ガ ス 状 物 質 （ N O x 、 S O x 、 ダ イ オ キ シ ン 、

　 Ｖ Ｏ Ｃ な ど ） か 、 粒 子 状 物 質 （ す す な ど ） ）

③ 各 種 パ ラ メ ー タ 設 定 。 汚 染 物 質 の 放 出 高 度 、 放 出 率 、 出 口 温 度 、 出 口 速 度 、 煙 突

　 の 内 径 な ど 。

④ シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 期 間 の 決 定 。 １ 日 ～ 数 年 。

⑤ 対 象 地 に お け る 気 象 デ ー タ （ 現 地 観 測 デ ー タ や 近 傍 の ア メ ダ ス デ ー タ （ 風 向 ・ 風

　 速 ） ） を 元 に シ ミ ュ レー シ ョ ン

■ モ デ リ ン グ

　 ボー リ ン グ デ ー タ や 地 形 デ ー タ を 元 に 対 象 地 の 地 質 構 造 を

３ 次 元 で モ デ リ ン グ し ま す 。 こ の モ デ ル を 基 本 と し て 様 々 な シ

ミ ュ レ ー シ ョ ン を 行 い ま す 。

○ 　 地 下 水 浸 透 流 シ ミ ュ レー シ ョ ン

　 降 雨 な ど に よ る 地 下 水 位 の 変 動 を 考 慮 し 、 地 下 水 が ど の よ う に 拡 散 し て い く か を 予 測 し ま す 。

○ 　 汚 染 物 質 移 流 拡 散 シ ミ ュ レー シ ョ ン

　 浸 透 流 解 析 の 結 果 わ か っ た 地 下 水 の 拡 散 予 測 を 元 に 、 水 溶 性 の 汚 染 物 質 が 、 地 下 水 と 共 に ど の よ

う に 拡 散 し て い く か を 予 測 し ま す 。

初 期 状 態 ７ 年 後 １ ４ 年 後 ２ １ 年 後

初 期 状 態 ７ 年 後 １ ４ 年 後 ２ １ 年 後

地表面からベンゼンが放出され
た場合

上図は平面表記ですが、その他、断面表記、３次元表記も可能です。

地質状況を可視化し、時間と共に変化する地下水および大気の汚染状況を予測することで、的確な対策をご提案いたします。



　過去に対象地やその周辺において特定有害物質を使用した履歴があ

るかどうかを調査します。調査には閉鎖登記簿や過去の住宅地図、過

去の地形図、過去の公図、過去の航空写真などの資料を用います。ま

た、関係者への聞き込み調査も行い、資料調査と総合的に判断し、汚

染のおそれの有無を調べます。弊社では記録がある限り過去までさか

のぼり、汚染のおそれを徹底的に調査します。

　特定有害物質を使用している又は過去に使用していた工場が遠くに

存在した場合でも、水理地質構造によっては対象地が汚染されている

可能性があるため、その場合は地質構造や対象地周辺のボーリングデ

ータなども調査します。

土壌・地下水汚染調査の流れ



鉛の溶出試験セット
（右下の円盤のようなものは弊社製遠心分離器）

簡易測定セットでヒ素濃度を測定している様子

■ 　 そ の 他 各 種 有 害 物 質 に 対 す る 簡 易 分 析 を 行 っ て お り ま す

二重収束型ガスクロマトグラフ質量分析計による
ダイオキシンの分析

■ 　 公 定 法 分 析 の 例

ICP発光分析装置による鉛とカドミウム、ほう素の
含有量分析

検知管でアルシンガス（AsH ）を測定している様子3

汚 染 物 質 や 汚 染 範 囲 に よ っ て 適 し た 物 理 探 査 を 選 定 し ま す 。



異常物

　レーダー探査は、測定範囲を左下の写真にあるアンテナ（電磁波送受信機）で走査し、地中にある物体

の電磁気的性質の違いから地下構造をイメージングする方法です。土壌汚染調査における埋め戻し跡の範

囲調査など地層に関する情報を得て適切な調査を行うことができる上、同時に得られる地下構造物、埋設

管、空洞などの現場情報が安全な施工・化学分析結果のより深い理解をももたらします。

比抵抗二次元探査による廃棄物調査

（青いほど比抵抗が小さい、つまり電気が流れやすいので

廃棄物の可能性が高い）

● 　 物 理 探 査 手 法 を 用 い た 汚 染 調 査 例 　 ●

　土や岩盤はそれぞれ電気的性質が異なります。この性質を利用し、地下に電気を流し、その地下構造

を推定する調査法が比抵抗二次元探査です。一般的に汚染地帯は電気が流れやすい（＝比抵抗が低い）

ことから、比抵抗二次元探査は汚染範囲の特定に有効であると考えています。

■ 　 比 抵 抗 二 次 元 探 査

■ 　 レ ー ダ 探 査

　不法投棄されたバイク、自転車や、ドラム缶、一斗缶などの薬品を納めた金属容器に対しては、金

属類が持つ磁気的性質を利用した水平探査、鉛直探査および金属探知器による探査を行っています。

　鉄類などの磁気を帯びた金属類は、水平方向およびサンプル採取に用いたボーリング孔を利用して

鉛直方向へセンサーを移動させる磁気探査（それぞれ、水平探査および鉛直探査）により、磁気異常

点として位置確認することができます。このとき、当社は磁気異常を確認しつつ削孔することが可能

であり、対象物の破損を防ぎ安全に調査を行うことができます。また、対策工事時に汚染源を掘削・

除去する際には自社開発による金属探知器を利用することで、作業範囲が制限されていても効率的か

つ安全な作業を行うことができます。

■ 　 磁 気 探 査

汚染範囲を特定するためレーダ探査を実施

フラックスゲート磁力計による金属物の調査

調査記録

異常物と認識した部分は周辺と明らかに異なる

電極を設置している様子

磁気コンター図
図の赤い部分が金属反応の強い部分

鉛直磁気探査記録例

磁気反応

■ポータブルガスクロマトグラフでVOC、

油成分などの気体成分を素早く正確に測定

■ 重 金 属 な ら 蛍 光 X 線 分 析 装 置

　サンプリングした試料中の汚染物質は揮発したり、化学変化を起こすなどして、本来そこにあった値と

異なる値を示す場合があります。本来の値を知るためにはサンプリングしてすぐに試料を分析する必要が

あります。弊社では現地分析が可能な携帯型の分析機器として、揮発性有機化合物 ( V O C ) や油成分 ( ベン

ゼン、トルエン、キシレン ) などの気体成分を分析できるポータブルガスクロマトグラフと、重金属など

の元素を分析できる蛍光 X 線分析装置を所有しております。これらの分析機器により現地で素早く汚染の

有無を知ることができ、作業の効率化、コストの削減に役立ちます。

　弊社では気体成分を現場で素早く測定できるポータブルガ

スクロマトグラフ「 G C - 3 1 0 」 ( * 1 ) を所有しております。

このポータブルガスクロマトグラフは土壌ガス調査で測定対

象項目となっている第一種特定有害物質である揮発性有機化

合物（ V O C ）１１成分はもちろんのこと、ベンゼン、トルエ

ン、キシレンなどの油成分、さらにその他の炭化水素類を高

精度で測定することができます。地下水中に溶け込んでいる

気体成分も測定できます。

　機器の測定前準備の時間を含めて、一日約 2 0 試料の分析

が可能です。 V O C の場合、 1 試料当たりの測定時間は約 9 分

です。

*1　GC-310はSRI社の登録商品です。
*2　OURSTEX110Ⅱは株式会社アワーズテックの登録商品です。

　弊社では可搬型蛍光 X 線分析装置「 O U R S T E X 1 1 0 Ⅱ」

( * 2 ) を所有しております。公定法が長時間をかけて繊

細かつ複雑な前処理と機器調整を必要とするのに比べて

可搬型蛍光 X 線分析装置は採取した試料（固体または液

体）を容易に分析試料とできるため、短時間で定性分析

（試料構成元素の判定）もしくは定量分析（対象元素の

含有量測定）が行えます。そのため土壌・井戸水などに

含まれる重金属現地調査に有効で、迅速かつ詳細な土壌

汚染状況を把握することが可能です。また、従来機種と

は異なり A C 1 0 0 V 電源さえあれば稼動できるため適用で

きるフィールドが広く、現地分析にうってつけです。

光イオン化検出器(PID)

乾式電気伝導度検出器(Dry-ELCD)

オーブン温度 室温+5℃～400℃

カラムオーブン キャピラリーカラム、パックドカラム対応

冷却速度 250℃～50℃　5分以内

温度制御精度 1℃±0.1℃

キャリアガス 高純度ヘリウム

検出限界 10ppb (PID),  10ppb(Dry-ELCD)

電源 AC100V 50/60Hz 8A

寸法 300(幅)×370(奥行)×330mm(高)

重量 11kg

SRI　GC-310　仕様

検出器

　試料の前処理、装置の測定前準備

を含めて一日約 1 5 試料の測定が可能

です。
X線検出方式

エネルギー分散型
＊3種類の励起光学系を搭載し
高P/B比の測定が可能

測定元素範囲 11Na～92U

X線管 Pd

検出器 電子冷却式SDD

OURSTEX110Ⅱ 仕様



　土壌汚染対策法施行規則第五条により、対象汚染物質が第１種特定有害物質（揮発性有機化合物）の場

合、土壌ガス調査が義務づけられています。ＮＧＰでは土壌ガス調査に必要な機材をすべて所有し、サン

プリングから分析、汚染マッピングまで一貫して行っております。調査は「土壌ガス調査に係る採取及び

測定の方法を定める件 ( 平成 1 5 年 3 月 6 日環境省告示第 1 6 号 ) 」に則して行っております。

　テドラーバックに捕集した土壌ガス試料を弊社所

有のポータブルガスクロマトグラフ（ P 9 参照）にて

現地分析します。

　お客様と十分協議の上、サンプリング地点を選定します。調査は土壌汚染対策法施行規則第四条に基

づき、 1 0 × 1 0 m 間隔または 3 0 × 3 0 m 間隔の区画を設定し、行います。

① 　 サ ン プ リ ン グ 地 点 の 選 定

土 壌 ガ ス 調 査 の 流 れ

② 　 サ ン プ リ ン グ

　サンプリングは以下の手順で行います。

①φ 3 0 m m の鉄棒をハンマーで 0 . 8 ～ 1 m 打ち込む。

　 ( 表層がアスファルト又はコンクリートなど鉄棒

　の打込みが困難な場合は、電動ドリル又はねこド

　リルにて表層を掘削除去後、鉄棒を打込む。）

②孔内に保護管として塩ビ管を挿入する。

③ガス採取管を挿入し、孔内を密閉する。

④テドラーバックを入れた減圧捕集容器とガス採取

　管を接続する。

⑤減圧捕集容器内を気体採取器で減圧し、テドラー

　バックを膨らませ、土壌ガス試料を採取する。

⑥サンプリング終了後、試料採取孔を埋め戻し原状

　復旧する。

③ 　 分 析

　それぞれの汚染物質ごとに二次元汚染コンター図

を作成し、汚染区域を特定します。

④ 　 総 合 解 析

土壌ガス調査で第一種特定有害物質が検出された場合は別途土壌試料を採取し、土壌溶出量試験を

行う必要があります ( 土壌汚染対策法施行規則第七条 ) 。

　土壌汚染対策法施行規則第五条により、対象汚染物質が第１種特定有害物質（揮発性有機化合物）の場

合、土壌ガス調査が義務づけられています。ＮＧＰでは土壌ガス調査に必要な機材をすべて所有し、サン

プリングから分析、汚染マッピングまで一貫して行っております。調査は「土壌ガス調査に係る採取及び

測定の方法を定める件 ( 平成 1 5 年 3 月 6 日環境省告示第 1 6 号 ) 」に則して行っております。

　テドラーバックに捕集した土壌ガス試料を弊社所

有のポータブルガスクロマトグラフ（ P 9 参照）にて

現地分析します。

　お客様と十分協議の上、サンプリング地点を選定します。調査は土壌汚染対策法施行規則第四条に基

づき、 1 0 × 1 0 m 間隔または 3 0 × 3 0 m 間隔の区画を設定し、行います。

① 　 サ ン プ リ ン グ 地 点 の 選 定

土 壌 ガ ス 調 査 の 流 れ

② 　 サ ン プ リ ン グ

　サンプリングは以下の手順で行います。

①φ 3 0 m m の鉄棒をハンマーで 0 . 8 ～ 1 m 打ち込む。

　 ( 表層がアスファルト又はコンクリートなど鉄棒

　の打込みが困難な場合は、電動ドリル又はねこド

　リルにて表層を掘削除去後、鉄棒を打込む。）

②孔内に保護管として塩ビ管を挿入する。

③ガス採取管を挿入し、孔内を密閉する。

④テドラーバックを入れた減圧捕集容器とガス採取

　管を接続する。

⑤減圧捕集容器内を気体採取器で減圧し、テドラー

　バックを膨らませ、土壌ガス試料を採取する。

⑥サンプリング終了後、試料採取孔を埋め戻し原状

　復旧する。

③ 　 分 析

　それぞれの汚染物質ごとに二次元汚染コンター図

を作成し、汚染区域を特定します。

④ 　 総 合 解 析

土壌ガス調査で第一種特定有害物質が検出された場合は別途土壌試料を採取し、土壌溶出量試験を

行う必要があります ( 土壌汚染対策法施行規則第七条 ) 。

　右の写真は、弊社所有の簡易ボーリング

マシン「ねこドリル」 ( * 1 ) を用いて、土壌

試料を採取している様子です。地盤の状態

にもよりますが、サンプリング深度が 5 m く

らいまでならこれを用います。

　ねこドリルは A C 1 0 0 V で動作するため、発

電機があればどこでも使えます。小型なた

め、車に積んで移動できます。省スペース

（ 1 m  ) で作業可能です。ボーリングには水

を使わず、専用のサンプラーにより、状態

の良い試料を採取することができます。ま

わりをほとんど汚しません。コンクリート

もアスファルトも掘削します。地盤の状態

によりますが、目安として 3 m の深さの試料

を採取する場合、一日５ヶ所ほどサンプリ

ングできます。

■宅地や 工場跡地の土壌サンプ リン グな ら

　 ねこ ド リルで簡単・迅速 ・正確サンプ リン グ

■ 固 い 地 盤 や 深 い 場 所 の サ ン プ リ ン グ も お ま か せ く だ さ い

　右の写真は、青森・岩手県境の産業廃棄物不法投棄現場において、土壌サ

ンプリング用ボーリングマシン「 E C O - Ⅰ V 」 ( * 2 ) を用いて、土壌試料を採

取している様子です。採取深度が深いときや、掘削しにくい地盤の場合にこ

れを用います。 E C O - Ⅰ V によるボーリングはバイブレーションしながら掘削

するため、水も使わず、回転もかかりません。そのため、状態の良い試料を

採取することができます。 1 日に 1 5 m ほど掘削ができます。

*1　ねこドリルは株式会社鉱研工業の登録商品です。ねこドリルは通称名で、商品名はエコポータブルドリル02「NKD-90A」と言います。
*2　 ECO-ⅠVは株式会社ワイビーエムの登録商品です。

　地下水のサンプリングはボーリング径と深度に応じて

ポンプもしくは採水器でサンプリングします。右端の写

真は、ベーラーサンプラーを用いてボーリング孔内の地

下水をサンプリングしている様子です。試料の汚染や二

次汚染を防ぐため、この場合のベーラーサンプラーは一

回で使い捨てします。

　右の写真は水中ポンプを用いて地下水をサンプリング

している様子です。弊社ではボーリング径に合わせて様

々な水中ポンプを所有しております。

■ 地 下 水 の サ ン プ リ ン グ も 状 態 の 良 い

　 試 料 の 採 取 を 心 掛 け て い ま す

土　壌

地下水

土壌ガス
　土壌ガス調査時におけるガス採取ははもちろん、深い深度における土壌ガス

もねこドリル用土壌ガス採取チューブを用いることで採取可能です。

■ 深 い 深 度 の 土 壌 ガ ス も 採 取 い た し ま す

2

電源

消費電力

定格電流

回転数

打撃数

回転トルク

ストローク

寸法
全高
全幅
全長

1360mm
 560mm
1150mm

重量

最大分解重量

900mm

70kg

57kg

13.6A

約300rpm

約2500bpm

約80N･m

ねこドリルの仕様

AC100V 50/60Hz

1300W




